
問 

申 

水
道
事
務
所　

☎
６
２
・
４
１
７
１

浄
化
槽
管
理
講
習
会
の

お
知
ら
せ

問 
住
民
生
活
課
環
境
係
（
５
番
窓
口
）
☎
６
４
・
１
１
０
２

消
毒
方
法
：
乳
剤
の
散
布

町
内
一
斉
消
毒
を
実
施
し
ま
す

夏
の
一
斉
消
毒
を
今
年
も
行
い
ま
す
。

近
隣
住
民
の
方
々
に
は
早
朝
か
ら
騒
が
し

く
な
り
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す

が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

ま
た
、
例
年
消
毒
前
に
、
町
民
の
皆
さ

ま
に
実
施
い
た
だ
い
て
い
ま
す
溝
掃
除
は
、

各
区
で
と
り
ま
と
め
の
上
、
事
前
に
掃
除

日
を
住
民
生
活
課
環
境
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

溝
掃
除
の
際
に
出
た
泥
等
は
、
で
き
る

だ
け
水
切
り
を
し
て
、
土
の
う
袋
に
入
れ

て
出
し
て
く
だ
さ
い
。
（
発
泡
ス
チ
ロ
ー

ル
の
箱
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

な
お
、
溝
掃
除
は
で
き
る
限
り
６
月
27

日
㊐
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
消
毒
剤
を
配
っ
て
い
る
地
区
は
、
消
毒

剤
の
誤
飲
に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。
誤
飲
防
止
の
た
め
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
で
の
保
管
は
避
け
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
に
関
す
る
手
続
き
や
維
持
管
理
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
浄
化

槽
管
理
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
受
講
対
象
者
】

・
新
規
で
浄
化
槽
の
設
置
を
予
定
し
て
い

る
方

・
単
独
浄
化
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
へ
の
変

更
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方

・
浄
化
槽
設
置
整
備
補
助
金
を
申
請
さ
れ

る
方

・
そ
の
他
浄
化
槽
に
関
係
の
あ
る
方

【
開
催
日
時
】

・
８
月
31
日
㊋　

19
時
〜

・
令
和
４
年
１
月
26
日
㊌　

13
時
30
分
〜

【
開
催
場
所
】

総
合
セ
ン
タ
ー

★
出
席
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
開
催
日
前
日

ま
で
に
必
ず
お
電
話
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
会
場
の
定
員
の
都
合
上
、
参
加
を
お
断
り

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

７
月

２
日
㊎ 

午
前
５
時
よ
り

※
雨
天
の
場
合
は
９
日
㊎
に
延
期

『ごみ・し尿収集時間変更のお知らせ』
【　ごみ収集　】 【　し尿収集　】

６月14日㊊～９月10日㊎期　　間 ６月14日㊊～９月11日㊏期　　間

・厚 生 舎 ☎６２－２８１０
・竹井衛生 ☎６２－２６６１

申 込 先
収集時間 ６：00～ 収集時間 ６：00～
収 集 日 今までどおりです

住民生活課環境係（５番窓口）　☎６４－１１０２問

▲昨年実施された町内一斉消毒作業の様子

12令和３年６月

この届け出は、児童手当を受けている方の前年
中の所得状況および６月１日現在における児童の
養育状況等を把握し、引き続き手当の受給要件に
該当するかどうかを確認するためのものです。
この届け出を忘れると、手当てが受けられなく

この届け出は、児童手当を受けている方の前年中の所得状
況および６月１日現在における児童の養育状況等を把握し、
引き続き手当の受給要件に該当するかどうかを確認するため
のものです。
届け出を忘れると、手当が受けられなくなりますので、記

載事項、添付書類などをご確認のうえ６月中にお届けくださ
い。
なお、受給者の方には５月末ごろ案内文と現況届を送付し

ています。また、公務員の方は、勤務先での手続きとなります。

６月中に「児童手当現況届」の提出を！

６月１日㊋～６月30日㊌
８：30～17：15（土、日の受付は行っていません。）
※上記時間外での受付希望の場合は、ご連絡ください。

●児童手当現況届　●受給者の保険証の写し（※児童の保険証ではありません）
●印鑑　●その他支給事由や状況に応じて必要な書類

健康推進課保健子ども係（９番窓口）☎６５－３００８
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での受付も可能です。
　積極的にご利用ください。

届出期間

受付時間

必要なもの

お問合せ先

第十一回特別弔慰金請求のご案内
問  福祉課福祉係（11番窓口）　☎６４－１１２０

令和２年４月１日（基準日）時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母）がいない場合に、次
の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和２
年４月１日において恩給や遺族年金等を
受けている遺族がいない場合、弔慰金の
受給権者・戦没者の子・兄弟姉妹等で順
位の優先する遺族１人に支給。

国から国債が湯浅町へ到着次第、ご連
絡いたしますので、今しばらくお待ちく
ださい。

令和５年４月２日まで

既に請求されている方へ

請求期限支給対象者

13 令和３年６月


